
練馬区立小中学校における特別支援教育充実の取組（概要）

教育・子育て分野
の施策の方向性を
体系的に整理

① 障害のある児童・生徒（通常の学級に在籍する配慮を要する児童・生徒含む）一人ひとりの教育的ニーズに応じた教育を推進する。

② 障害のある児童・生徒の、就学前施設から小学校・中学校までの円滑な接続と継続的な支援・相談体制づくりを推進する。
③ 練馬区の特別支援教育について、児童・生徒・保護者・区民の理解を深める啓発を推進する。
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資料５

平成２９年度～平成３３年度 平成３４年度～平成３８年度

本書に掲げる5年間の取組の実施
（就学相談の改善、校内体制の充実、特別支援学級・
特別支援教室の設置、など）

平成29年度～33年度の取組の進捗状況等を踏まえ、
平成33年度中に次の5年間の取り組みを策定

Ⅰ 子どもの成長と子育ての総合的な支援

⇒ 計画4-5 支援が必要な子どもたちへの取組の充実

⇒ ①特別支援教育の充実

平成３９年度～

以降5年ごとに、次の5年間の取り組みを策定

重点施策③ 障害がある子どもたちへの支援

○障害のある子どもと家庭に対し、保育・教育・福祉・保健などの関係機関が一体と

なって、切れ目のない支援体制をつくります。

○子どもたちや教員が障害に対する理解をより深めるよう、取組を充実します。

【特別支援教育充実の３つの視点】

視点との関連 現状と課題 平成29年度～平成33年度の取り組み

１ 就学相談の改善 ⇒①②
（就学先決定のプロセス）

〇小学校の情緒障害等を中心に、相談件数が年々増加しており、
より迅速に、かつ量的な対応が求められている。
〇保育園・幼稚園・医療機関等から小学校への円滑な接続や情報
伝達が求められている。

〇相談件数の増加に対応するため、中学校の就学相談スケジュールを4月開始に前倒し
（平成29年度より実施）する。また、教育委員会事務局が『連携支援会議』（平成29年度よ
り実施）を主催し、福祉や保健・医療との連携を強化する。
⇒『練馬区立小中学校・保育園・幼稚園などにおける障害児等支援方針』

２ 校内体制の充実 ⇒①③

〇特別な配慮を要する児童・生徒の対応で、担任を孤立させない
ことや子どもに対する多角的な視点を確保するため、校内委員会
を含む校内体制や資源の活用方法の確立が必要である。

〇通級学級の入級手続きに校内委員会を連動させることにより、教育的支援を要する
子どもの指導についての校内委員会のＰＤＣＡサイクルをさらに強化する。平成29年度より、
都立特別支援学校の教員による区立小中学校の定期巡回相談を実施する等、校内委員会
と校外の専門機関との連携をさらに強化させる。

３ 特別支援学級の設置 ⇒① 〇知的障害学級は交通の利便性の差により児童生徒数の偏在が起
きている。また、小学校言語障害通級指導学級は対象児童の増加
により指導に困難な状況が生じている。

〇知的障害学級は需要数や地域のバランスを踏まえ、改築計画に合わせて学級新設を
検討する。また、小学校言語障害通級指導学級を大泉・関町地域に新設する（平成30年4
月）。

４ 特別支援教室の設置 ⇒①
〇情緒障害等発達障害への対応を充実させるため、全小中学校へ
特別支援教室の設置を進めている。

〇小学校の特別支援教室は、平成30年4月に全校設置を完了する。また、中学校につい
ては、平成31年4月から設置を開始する。そのための内部検討と準備を進める。

５ 環境整備の充実 ⇒①③ 〇肢体不自由等に対応する改修などに加え、どの子にとっても安
全な学校生活を送るための施設整備や、配慮の必要な児童生徒の
ために授業の質を向上させる教育環境の整備が求められている。

〇肢体不自由のある児童・生徒の入学に合わせた学校のユニバーサルデザイン化（誰に
とっても安全で使いやすい）を進める。特別支援学級に試行導入しているＩＣＴ機器利活用
の検証を平成29～30年度に行い、事業拡大を図る。

６ 教員の専門性の向上 ⇒①②③ 〇主に情緒障害等、発達障害に対する通常の学級での指導力・対
応力をさらに充実させるため、教員一人ひとりに専門的なスキル
や知識の向上が必要である。

〇教育委員会実施の研修は情緒障害等発達障害に対する内容の強化など、毎年見直しを
行い研修内容の充実を図る。特別支援学級・特別支援学校と通常の学級の教員同士の
連携を強め、専門性の継承・学級担任の専門性の向上に努める。

７ 関係機関との連携強化 ⇒②
〇個々のニーズに合った支援のために、就学前施設と小中学校の
情報共有の強化、福祉施設や医療機関等関係する諸機関との密接
な連携が必要となっている。

〇就学前施設や卒業後の進路先との連携による支援を充実する。連携支援会議の新設
と連携支援シートの活用開始（平成29年度より実施）で、子どもの発達の総合的なサポート
を推進する。 ⇒『練馬区立小中学校・保育園・幼稚園などにおける障害児等支援方針』

８ 障害理解の促進 ⇒③ 〇情緒障害等に対応する特別支援教室の設置が進むことに伴い、
児童生徒や保護者に対する理解啓発がより一層求められている。
〇東京オリンピック・パラリンピックを契機とした取組が重要。

〇保護者に対する啓発、通常の学級と特別支援学級との交流、都立特別支援学校との
副籍交流について強化を図る。パラスポーツ選手を呼んで特別授業を開催するなど、障
害についての理解向上を図る（平成29年度予算化済）。


